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① 児童生徒理解を深め，児童一人一人を大切にする

と共に，日常的な関わりの中で教師と児童，児童

と児童の信頼関係づくりや人間関係づくりに努め

る。 

② いじめ問題への指導方針等の情報については，日

頃から家庭や地域に公表し，保護者や地域住民の

理解と協力を得るように努める。 

③ いじめている児童には，場合によっては出席停止

の措置を含め毅然とした指導をする。 

④ いじめられている児童には学校が「徹底して守り

通す」という姿勢を日頃から示す。 

⑤ いじめが解決したと見られる場合でも，教職員の

気付かないところでの陰湿ないじめが続いている

ことが少なくないことを認識し，継続して充分な

注意を払い見守っていく。 

観察・情報収集 

□日常的な観察 □いじめチェック表の活用 

□定期的なアンケート調査 □メモ日記の活用 

□教職員間の情報交換 □保護者からの情報提供 

 

 

 

玉城小学校いじめ防止のための校内体制 

いじめを許さない学校づくり（未然防止） 校内いじめ防止対策委員会 

□校長 □教頭 □生徒指導 □学年主任 

□養護教諭（教育相談） □関係教諭 等 

【内 容】 

・いじめ防止全体計画の作成 

・いじめ発見のための調査 

・関係機関との連携 

・保護者への対応 

・いじめ事案への対応や指導方針の協議 

いじめ早期発見・早期対応 

① いじめは人間として絶対に許されない」というつよい認識に

達，毅然とした指導を行う。 

② 学校全体で組織的に対応し，教職員間の緊密な情報交換や共

通理解を図り，役割連携を徹底する。 

③ いじめを認知した場合被害者の立場に立った親身の指導を

行う。 

④ 学校のみで解決しようとするのではなく，保護者等の訴えに

謙虚に耳を傾け関係者全員で取り組むと共に，市教委の指導

助言を仰ぎ，連携して対処する。 

⑤ 学校・家庭・地域，関係者が一体となって早期解決に向け全

力で取り組む。 

⑥ いじめの問題解決後も組織的な指導支援に努める。 

⑦ 再発防止に全力で取り組む。 

 

職員会議 

学年会 

いじめの把握 

関係者への対応 

保護者 

□いじめの事実を正確に伝える 

□本人を絶対に守るという姿勢を

示す。 

□学校のいじめ問題に対する真摯

な姿勢を伝える。 

□信頼関係の構築，緊密な連絡体制 

いじめられている児童生徒 

□受容：つらさや悔しさを充分受け止める。 

□安心：具体的な支援内容を示し，安心感を

与える。 

□回復：人間関係の（交友関係）の確立。 

□成長：本人自身の自己理解を深め自立への

支援を行う。 □心理的ケアを充分行う。 

観衆・傍観者等 

□グループ等への指導を行う。 

□学級全体への指導を行う。 

・具体的事実の基づき話し合う。 

・いじめは絶対に許されない行動である

ことに気付かせる。 

・日頃から「人権意識」を育む取組 

□学年・学校全体で指導を行う。 

「人権の日」の取組充実 

 

いじめている児童生徒 

□確認：いじめの事実関係，閉経，理由等を確

認 

□傾聴：不満・不安等の訴えを充分に聴く。 

□内省：いじめられた子どものつらさに気付か

せる。 

□処遇：問題か帰結のための援助を行う。 

□回復：体験活動等を通して所属感を高める。 

□心理的ケアを行う。 

保護者 

□いじめの事実を正確に伝

える。 

□保護者の心情（怒り・不

安・自責の念）を解消する 

□被害者への謝罪の意義を

伝える。 

□子どもの立ち直りに向け

た具体な助言を行い，協力を

得る。 

再発防止 

・児童の心を育てる（生命尊重/人権尊重・思いやりの心等） 

・教師の心・技を磨く ・組織的対応力をつける 

共 通 理

解 

連携 

協力 

役 割 連

携・ 

組 織 的

対応 
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いじめ対策委員会（緊急時） 

１ 目 的 

 学校だけでの対応では，指導に十分な効果を上げることが困難であると判断した場合は，早期に第三者（識者）・警察等の機関とも連携し

て，よりよい解決につなぐことに全力を尽くす。 

２ 内 容 

 深刻ないじめや暴力行為等が発生した場合に，保護者の理解を求めつつ，ためらわず警察に相談したり，学校だけでは解決が困難な状況に

なった場合に，市教育委員会等に相談し，事案ごとにその内容に最もふさわしい専門性を持つ機関と連携を図りサポートチームを組織して対

応したりする。 

 

３ 組織図 
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頭 

地区教育相談員 

養護教諭 

学年主任 学級担任 

・生徒指導主任 

・教育相談主任 

・SC（ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ） 

・SSW（ｽｸｰﾙｿｰｯｼｬﾙﾜ

ｰｶｰ） 

・民生委員 

・人権擁護委員 

・PTA 役員 

・市教委 

・外部有識者 

・学識経験者 

・関係機関（警察・弁

護士等） 

・その他校長が推薦す

る者 

専門機関 
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４ 日々の連携緊及び緊急時の連携 

  連携の要は「人と人とのつながり」であることを理解し「相談」を含め「日々の連携」を丁寧行うことが「緊急時」に結びつく。 

区 分 目 的 具 体 例 

日
々
の
連
携 

健全育成

の推進 

規範意識の醸成 

自尊感情の醸成 

自己指導能力の育成 

危険回避能力の育成 

問題行動等の未然防止 

家庭教育の支援 

交通安全教室，防犯教室，薬物乱用防止教室（喫煙・飲酒防

止含む）非行防止教室，情報モラル教育，健全育成に関する

講演会など 

ネットワ

ークの構

築 

情報交換 

連絡体制の整備（役割分担の確認，連絡先・担当者等

の確認） 

情報交換会，連絡協議会，問題行動対応マニュアル，関係機

関等一覧表など 

生徒指導

体制の充

実 

授業改善（わかる授業づくり）、学級経営力向上 

児童理解、教育相談の充実、校内対策委員会機能化 

校内研修の充実（教職員指導力向上） 

関係機関等の職員を招いての研修会，ケース会議，事例検討

会など 

緊
急
時
の
連
携 

問題行動

等発生時

の対応 

暴力行為等への対応 

児童虐待防止 

警察，児童相談所等への連

絡・相談・児童虐待等の通

告・相談など 
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム 

指導困難

な状況へ

の対応 

計画的・専門的な指導 

保護者支援 

関係機関との連携による深

刻な問題への対応 
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５ 関係機関一覧表（H２９年４月現在） 

相談窓口名称 電 話 番 号 開設時間 

① 島尻教育事務所 ９９８－４４１６  

② 南城市教育委員会（教育総務課） ９４７－６０１７  

③ 沖縄県立教育センター 教育相談室 

④ 教育相談専用ダイヤル 

９３３－７５１８（内線２２３） 

９３３－７５３７ 

月～金 9:00～１７：００ 

⑤ 中央児童相談所 ８８６－２９００ 月～金８:３０～１７：１５虐待ホットライン２４h 無休 

⑥ 本校民生委員（主任児童委員）櫻井 晶敏 氏  適宜 

⑦ 本校民生委員（主任児童委員）照屋真志子 氏  適宜 

⑧ 与那原警察署（生活安全課） ９４５－０１１０ 適宜 

⑨   〃   玉城親慶原駐在 ＊学校巡回あり ９４８－１０７１ 適宜 

⑩ 那覇地方法務局人権擁護課 

⑪ インターネット人権相談受付（PC・携帯電話） 

⑫ 人権擁護相談 

８５４－１２１５ 

 

８６２－９９５５ 

月～金８:３０～１７：１５ 

２４h 受付 

毎月第２月曜日１０：００～正午 

⑬ 子どもの人権１１０番 ０１２０－００７－１１０ 月～金８:３０～１７：１５ 

⑭ 人権相談ダイヤル（法務省全国人権擁護連合会） ０５７０－００３－１１０  

⑮ 沖縄弁護士会 ８６５－３７３７  

⑯    

⑰    

⑱    

 


